
様式第２号（第３条関係） 
審 議 会 会 議 録 

 

会議名称 平成26年度第１回 伊達市情報公開・個人情報保護審査会 

議  題 

 報告事項 (1)平成25年度の情報公開運用状況について 

(2)その他 

諮問事項 (1)防犯カメラ設置により個人情報を本人以外から収集することに 

ついて 

開催日時 平成26年11月12日（水）16時00分～16時50分 

場  所 伊達市役所本庁舎２階会議室Ｂ 

出 席 者  
出席委員 ５名、事務局（総務部）５名、説明員（建設部）３名 

所管部課名 総務部職員法制課 
公 開 
非 公 開  
の 別 

 ■  公 開  傍聴者の人数 １名 

 □  非公開  非公開の理由  
 【会議の概要】 

１ 開  会 

 

２ あいさつ  会長 

  

３ 報告事項 

(1)平成25年度の情報公開運用状況について 

事務局から概要を説明した。 

 

[委 員] 診療報酬明細書点検業務委託に係る２件の開示請求があったようだが、請 

求の理由は何か。 

[事務局] 請求者は関連業務を取り扱っている道外の法人であり、市の委託形態の調 

査目的で請求したものと思われる。北海道の情報開示状況でも、昨今このよ 

うな委託契約関連の開示請求がかなり多いと聞き及んでいる。 

(2)その他 

特になし 

 

４ 諮問事項 

(1)防犯カメラ設置により個人情報を本人以外から収集することについて 

事務局から諮問に至った経緯を説明し、引き続き実施機関である建設部から設置 

概要及び管理運用に関する要綱の考え方について説明した。 

 

[委 員] 実際に歴史の杜での犯罪は増えているのか。 

[説明員] 駐車場においての犯罪が増えているので、予防に役立てたい。 

[委 員] どれくらいの件数起きているのか。 

[説明員] 車に損傷を与えるものが10件くらいあった。車上荒らしなどの件数は警察 

では把握しているが、市ではおさえていない。 

[委 員] 図面では体育館が入っていないが。 



[説明員] 指定管理者の方で設置している。 

[委 員]  防犯が目的であるなら必要なことであり、設置の問題は無い。 

[委 員] データを２週間で上書き保存するとのことだが、短くないか。 

[説明員] 事件事故が起きた場合は、２週間分を別に保存する。 

[委 員] 期間は長くても良い。今はカメラがあって当たり前の時代であり、ぜひ実 

施してもらいたい。 

[事務局] 犯罪防止か検挙目的かということもあるが、市としては初めての設置であ 

り、今後設置場所を増やすかどうかは検討の余地がある。 

[委 員] 管理要綱は制定するようだが、本当に実行力を持った管理ができるかが問 

われる。データの消去も機械が自動で行うものだと思うが、本当に消去さ 

れ、復元不可能なものであるのか不安もある。 

[委 員] きっちり管理する中で収集するなら保存期間は長い方が良い。 

[事務局] 車載カメラなども２週間が多い。もっと長く保存することも可能かと思う 

が、コンビニなどの店舗設置のものもだいたい２週間のようだ。今後性能が 

良いものがあれば、保存期間を長くしても良いかと思う。 

     防犯カメラの設置目的は、犯罪の捜査協力ではなく、犯罪防止がメインで 

あり、この点からアプローチしている 

[委 員] 他の自治体でも２週間程度の保存期間の例が多いようだ。 

[委 員] 技術的なことや予算的なこともあるのか。 

[説明員] 保存媒体などを別設置すれば保存期間は伸びるが、管理が難しくなる。 

[委 員] 先ずは市として設置する第一歩なので、犯罪抑止力として働いてくれたら 

よいと思う。 

[委 員] 設置後は、画像個人情報の外部提供状況を毎年報告してほしい。 

 

  以上の意見や質疑を受け、議論のあった点について附帯意見を付し、諮問事項に 

ある個人情報の収集は「適当である」ことを答申する方向でまとまった。 

なお、事務局で答申案を整理し、審査会に示すこととなった。 

 

５ 閉  会 
 

 



 

伊達市情報公開・個人情報保護審査会 
 

                                  日 時 平成26年11月12日(水)午後４時～ 

                                  会 場 市役所本庁舎２階会議室Ｂ 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ（会長） 

 

 

３ 報告事項 

 (1) 平成 25年度の情報公開運用状況について  

 

 (2) その他  

 

４  諮問事項  

(1) 防犯カメラ設置により個人情報を本人以外から収集することについて  

 

 

５ 閉  会 



制度の運用状況報告 
 

１ 伊達市情報公開制度の運用状況について 
 

 (1) 年度別開示状況（平成21年度～平成25年度）                  （単位：件） 

年度 

区分 
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 合計 

全部開示 5  8  3  1     4  21  

一部開示 0  0  2  1  0  3  

不 存 在 0  0  0  0  0  0  

計 5  8  5  2  4  24  

 

(2) 平成25年度開示状況 

請求件名 請求／決定年月日 決定内容 請求者 

都市計画システムの地番図 
請求 H25.５.13 

決定 H25.５.23 
全部開示 道外住民 

伊達市一般会計・市債一覧表（平成 20年度以降分） 
請求 H25.５.30 

決定 H25.６.５ 
全部開示 道外住民 

平成 25年度伊達市生活保護診療報酬明細書点検業務

委託にかかる仕様書及び契約書 

請求 H25.９.11 

決定 H25.９.17 
全部開示 道外住民 

平成 25年度伊達市国民健康保険診療報酬明細書点検

業務委託にかかる仕様書及び契約書 

請求 H25.９.11 

決定 H25.９.18 
全部開示 道外住民 

 

参考（平成 11年度～平成 25年度、15年間情報公開件数）              （単位：件） 

年度 

区分 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 合計 

全部開示 8 2 3 4 1 1 4 10 5 8 5 8 3 1 4 67 

一部開示 2 0 0 1 2 4 0 3 0 0 0 0 2 1 0 15 

不 存 在 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

計 10 3 3 6 3 5 4 13 5 8 5 8 5 2 4 84 

 

 

 

 



２ 伊達市個人情報保護制度の運用状況について 

 伊達市個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求件数は、平成25年度、平成24年度、平成23年度、

平成19年度、平成14年度、にそれぞれ１件あり、これらに係る不服申立てを含め、訂正請求等はありま

せんでした。 

平成25年度の個人情報開示請求は、次のとおりです。 

請求件名 請求／決定年月日 決定内容 請求者 

固定資産税の税額・評価額 
請求 H25.４.22 

決定 H25.４.30 
全部開示 市  民 

 

 


